
平成™™年�月˜日 木曜日 第œš›œ号官 報
東
京
都
世
田
谷
区
公
債
抽
せ
ん
公
告

東
京
都
世
田
谷
区
公
債
平
成
2
2年
９
月
１
日
定
時
償
還
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
抽
せ
ん
い
た
し
ま
す
。

銘
柄

償
還
金
額

償
還
期
日

東
京
都
世
田
谷
区
公
債
平
成
1
2年
度
第
１
回

1
7
0¶
4
7
0千
円

平
成
2
2年
９
月
１
日

１
抽
せ
ん
日
時
平
成
2
2年
７
月
９
日
午
前
1
0時

２
抽
せ
ん
場
所
株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
（
東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
１
丁
目
１
番
５
号
）

３
抽
せ
ん
方
法
全
数
抽
せ
ん

平
成

2
2
年
７
月
１
日

世
田
谷
区

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
で
あ
り
、
両

社
は
こ
の
合
併
に
関
し
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日
に

そ
れ
ぞ
れ
会
社
法
第
三
一
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
全
員
の
同
意
を
得
て
お

り
ま
す
。
な
お
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及
び
資

本
金
の
額
の
増
加
は
生
じ
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
六
十
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
六
十
号
）

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

東
京
都
大
田
区
平
和
島
五
丁
目
六
番
一
号

（
甲
）
ア
サ
ヒ
ロ
ジ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

杉
山

順
一

茨
城
県
か
す
み
が
う
ら
市
上
稲
吉
一
七
五
八
番
地
三

（
乙
）
株
式
会
社
エ
ヌ
・
エ
ス
・
カ
ー
ゴ

代
表
取
締
役

杉
山

信
彦

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
両

社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十

日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

平
成
二
十
二
年
六
月
八
日

掲
載
頁

八
十
二
頁
（
号
外
第
一
一
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
一
五
頁
（
号
外
第
一
一
二
号
）

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

千
葉
県
成
田
市
古
込
字
込
前
一
五
四
番
地
四

（
甲
）
株
式
会
社
カ
ン
ロ
ジ

代
表
取
締
役

川
井

孝
夫

兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
摩
耶
埠
頭

（
乙
）
株
式
会
社
神
清
カ
ー
ゴ
ー
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

金
子

博
美

合
併
公
告

左
記
会
社
は
、
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
公
告
い
た
し
ま
す
。

こ
の
合
併
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
、
効
力
発
生
日
は
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
と
し
て
お

り
ま
す
。

二
、
合
併
後
存
続
す
る
甲
の
資
本
金
の
額
は
、
一
千
億
五

百
万
六
百
二
十
五
円
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
合
併
に
よ

る
資
本
金
の
額
の
増
加
は
行
い
ま
せ
ん
。

三
、
乙
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
て
は
行
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
乙
は
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
な
い
た

め
、
乙
の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
新
株
予
約
権
又
は

金
銭
の
割
当
て
も
行
い
ま
せ
ん
。

四
、
乙
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
は
合
併

効
力
発
生
日
に
お
い
て
一
切
変
更
無
く
甲
に
引
き
継
が

れ
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
保
険
契
約
者
そ
の
他
の

債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
甲
は
、
こ
の
合
併
の
効
力
発
生
日
を
も
っ
て
、

商
号
を
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
に

変
更
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
開
示
状

況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
最
終
事
業
年
度
の
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
最
終
事
業
年
度
の
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
八
番
一
号

（
甲
）
あ
い
お
い
損
害
保
険
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

鈴
木

久
仁

大
阪
市
北
区
西
天
満
四
丁
目
一
五
番
一
〇
号

（
乙
）
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

取
締
役
社
長

立
山

一
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
こ

の
合
併
に
伴
い
、
甲
は
効
力
発
生
日
を
も
っ
て
商
号
を
明

治
安
田
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
に
変
更
い
た

し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
本
経
済
新
聞

掲
載
の
日
付

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

掲
載
頁

二
十
五
頁

（
乙
）h

ttp
://w

w
w
.y
a
su
d
a
-
a
sse

t.c
o
m
/

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
六
番
七
号

（
甲
）
Ｍ
Ｄ
Ａ
Ｍ
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株

式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

公
俊

東
京
都
千
代
田
区
神
田
美
土
代
町
七
番
地

（
乙
）
安
田
投
信
投
資
顧
問
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
口

治
紀

教
育
職
員
免
許
状
失
効
公
告

教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
免
許
状
は
失
効
し
た
。

平
成

2
2
年
７
月
１
日

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

１
失
効
し
た
免
許
状

\
免
許
状
の
種
類
・
授
与
番
号

ア
中
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
音
楽

平
1
4中
一
種
第
0
2
6
8号

イ
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
音
楽

平
1
4高
一
種
第
0
5
6
1号

ウ
特
別
支
援
学
校
教
諭
二
種
免
許
状
知
的
障
害

者
、
肢
体
不
自
由
者
、
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を

含
む
。）に
関
す
る
教
育
の
領
域

平
2
0特
支
二
種
第
0
0
1
6号

]
ア
、
イ
の
授
与
年
月
日
及
び
授
与
権
者

平
成
1
5年
３
月
3
1日

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

ウ
の
授
与
年
月
日
及
び
授
与
権
者

平
成
2
0年
５
月
2
0日

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

２
失
効
年
月
日
平
成
2
2年
３
月
2
6日

３
失
効
の
事
由
教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項

第
２
号
該
当

４
失
効
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
及
び
本
籍
地

氏
名
後
藤
隆
展
本
籍
地
大
分
県

教
育
職
員
免
許
状
失
効
公
告

教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
免
許
状
は
失
効
し
た
。

平
成

2
2
年
７
月
１
日

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

１
失
効
し
た
免
許
状

\
免
許
状
の
種
類
・
授
与
番
号

ア
小
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

平
2
0小
２
第
2
6
4
4号

イ
中
学
校
教
諭
１
種
免
許
状
国
語

平
2
0中
１
第
2
6
4
5号

ウ
高
等
学
校
教
諭
１
種
免
許
状
国
語

平
2
0高
１
第
2
6
4
6号

]
ア
、
イ
、
ウ
の
授
与
年
月
日
及
び
授
与
権
者

平
成
2
1年
３
月
2
3日

新
潟
県
教
育
委
員
会

２
失
効
年
月
日
平
成
2
2年
２
月
５
日

３
失
効
の
事
由
教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項

第
２
号
該
当

４
失
効
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
及
び
本
籍
地

氏
名
渋
谷

聡
本
籍
地
新
潟
県

教
育
職
員
免
許
状
失
効
公
告

教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
免
許
状
は
失
効
し
た
。

平
成

2
2
年
７
月
１
日

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

１
失
効
し
た
免
許
状

\
免
許
状
の
種
類
・
授
与
番
号

小
学
校
教
諭
１
種
免
許
状

平
６
小
１
第
1
1
1
8
5号

]
授
与
年
月
日
及
び
授
与
権
者

平
成
６
年
３
月
3
1日

東
京
都
教
育
委
員
会

２
失
効
年
月
日
平
成
2
2年
３
月
2
6日

３
失
効
の
事
由
教
育
職
員
免
許
法
第
1
0条
第
１
項

第
２
号
該
当

４
失
効
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
及
び
本
籍
地

氏
名
袴
田
芳
彦
本
籍
地
東
京
都
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